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省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第一号

生産性向上特別措置法施行規則

生産性向上特別措置法（平成三十年法律第二十五号）及び生産性向上特別措置法施行令（平成三十年政令第百八十一号）の規定に基づ

き、並びにこれらの法令を実施するため、生産性向上特別措置法施行規則を次のように定める。
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附則

第一章　総則

（用語の定義）

第一条　この命令において使用する用語は、生産性向上特別措置法（以下「法」という。）において使用する用語の例による。

第二章　革新的事業活動の促進

第一節　新技術等実証の促進

（新たな規制の特例措置の求めに係る手続）

第二条　法第九条第一項の規定により新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施しようとする者は、当該新たな規制の特例

措置の整備を求めるときは、当該新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第一による要望書（次項及び第三項において

「要望書」という。）を主務大臣に提出しなければならない。

２　二以上の主務大臣に要望書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合

において、当該要望書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

３　法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、要望書を受理した日から原則として一月以内に、当該要望書に対する主務大臣

の見解を記載した書類を添えて、革新的事業活動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。

４　法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、前項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずること

が必要かつ適当であると認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の

内容その他の事項を記載した様式第二による通知書を当該求めをした者に交付するとともに、様式第三により、当該新たな規制の特例措

置の内容を公表するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新たな規制の特例措置の内容を、革新的事業活動評価委員会に通

知するものとする。

５　法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、第三項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずるこ

とが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、その旨及びその理

由を記載した様式第四による通知書を当該求めをした者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、新たな規制の特例措置

を講じないこととする旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。

６　法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照ら

し、第三項に規定する期間内に同項の意見を求めることができないこと又は前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することがで

きないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該意見を求めるまでの間又は通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ご

とに、その旨及びその理由を当該求めをした者及び革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。

（解釈及び適用の確認に係る手続）

第三条　法第十条第一項の規定により新技術等実証を実施しようとする者は、その実施しようとする新技術等実証に係る新技術等関係規定

の解釈及び当該新技術等実証に対する当該新技術等関係規定の適用の有無について、その確認を求めるときは、当該新技術等関係規定の

内容その他の事項を記載した様式第五による照会書（次項及び第三項において「照会書」という。）を主務大臣に提出しなければならな

い。

２　二以上の主務大臣に照会書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合

において、当該照会書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

３　法第十条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、照会書を受理した日から原則として一月以内に、当該求めに係る解釈及び適用

の有無並びにその理由について記載した様式第六による回答書を当該求めをした者に交付するものとする。

４　法第十条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無についての検討の状況に照らし、前項に規

定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間

一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。

（新技術等実証計画の認定の申請）

第四条　法第十一条第一項の規定により新技術等実証計画の認定を受けようとする者（以下この条及び次条において「申請者」という。）

は、様式第七による申請書（以下この条及び次条において「申請書」という。）を、主務大臣に提出しなければならない。

２　申請者が法第十六条第一項に規定する新技術等実証関連保証又は法第十八条の規定による独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う債

務の保証を受けて新技術等実証の実施に必要な資金を調達しようとする場合においては、申請書に当該新技術等実証計画の実施に必要な

資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類を添付しなければならない。

３　主務大臣は、申請書及び前項の書類のほか、新技術等実証計画が法第十一条第四項に規定する要件に適合することを確認するために必

要と認める書類の提出を求めることができる。

４　二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合

において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

（新技術等実証計画の認定）

第五条　主務大臣は、法第十一条第一項の規定により新技術等実証計画の提出を受けた場合において、その提出を受けた日から原則として

一月以内に、当該新技術等実証計画に係る申請書に当該新技術等実証計画に対する主務大臣の見解を記載した書類を添えて、革新的事業

活動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。

２　法第十一条第一項の規定による新技術等実証計画の提出を受けた主務大臣は、前項の意見を踏まえ、速やかに同条第四項の定めに照ら

してその内容を審査し、前項の新技術等実証計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、申請者に法
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第十二条第一項の認定証を交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新技術等実証計画の認定をする旨を、革新的事業

活動評価委員会に通知するものとする。

３　主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による通知書を当該申請者に交付するものとする。

この場合において、主務大臣は、当該新技術等実証計画の認定をしない旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものと

する。

４　主務大臣は、第二項の認定をしたときは、様式第九により、当該認定の日付、当該認定新技術等実証実施者の名称及び当該認定新技術

等実証計画の内容を公表するものとする。

（認定証の交付等）

第六条　法第十二条第一項の認定証の様式は、様式第十のとおりとする。

２　法第十二条第四項の規定による報告は、様式第十一により行わなければならない。

３　認定新技術等実証実施者は、法第十三条第一項の規定による新技術等実証計画の変更をしようとする場合又は同条第二項若しくは第三

項の規定による認定新技術等実証計画の認定の取消しを受けた場合には、遅滞なく、主務大臣に認定新技術等実証計画に係る認定証を返

納しなければならない。

４　認定新技術等実証実施者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、当該認定証に記載された新技術等実証の実施期間内に限り、様

式第十二による申請書を主務大臣に提出してその再交付を申請することができる。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定新

技術等実証実施者は、申請書に当該認定証を添えなければならない。

５　認定新技術等実証実施者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、主務大臣にこれを返納しなけれ

ばならない。

（認定新技術等実証計画の変更に係る認定の申請及び認定）

第七条　法第十三条第一項の規定により新技術等実証計画の変更の認定を受けようとする認定新技術等実証実施者（第五項及び第六項にお

いて「申請者」という。）は、様式第十三による申請書（以下この条において「申請書」という。）を主務大臣に提出しなければならな

い。

２　前項の申請書の提出は、認定新技術等実証計画の写しを添付して行わなければならない。

３　二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合

において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

４　主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る新技術等実証計画の提出を受けた場合において、その提出を受けた日から原則として一

月以内に、当該新技術等実証計画に係る申請書に当該新技術等実証計画に対する主務大臣の見解を記載した書類を添えて、革新的事業活

動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。

５　第一項の変更の認定の申請に係る新技術等実証計画の提出を受けた主務大臣は、前項の意見を踏まえ、速やかに法第十三条第六項にお

いて準用する法第十一条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該新技術等実証計画の変更の認定をするときは、当該意見が述べ

られた日から原則として一月以内に、申請者に法第十三条第六項において準用する法第十二条第一項の認定証を交付するものとする。こ

の場合において、主務大臣は、当該変更の認定をする旨を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。

６　主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十四による通知書を申請者に交付するものとす

る。この場合において、主務大臣は、当該変更の認定をしない旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。

７　主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第十五により、当該認定の日付、当該認定新技術等実証実施者の名称及び当該認

定新技術等実証計画の内容を公表するものとする。

（認定新技術等実証計画の変更の指示）

第八条　主務大臣は、法第十三条第三項の規定により認定新技術等実証計画の変更を指示しようとするときは、革新的事業活動評価委員会

に当該変更の指示の内容及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。

２　主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新技術等実証計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様

式第十六による通知書を当該変更の指示を受ける認定新技術等実証実施者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該

変更の指示の内容及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。

（認定新技術等実証計画の認定の取消し）

第九条　主務大臣は、法第十三条第二項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式

第十七による通知書を当該認定が取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。

２　主務大臣は、法第十三条第三項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消そうとするときは、革新的事業活動評価委員会に当

該認定の取消しを行う旨及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。

３　主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による

通知書を当該認定が取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該認定を取り消す

旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。

４　主務大臣は、認定新技術等実証計画の認定を取り消したときは、様式第十八により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の

名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

第二節　革新的データ産業活用の促進

（革新的データ産業活用計画の認定の申請）

第十条　法第二十二条第一項の規定により革新的データ産業活用計画の認定を受けようとする事業者（以下この条及び次条において「申請

者」という。）は、様式第十九による申請書（以下この条において「申請書」という。）を、主務大臣に提出しなければならない。

２　申請者が法第二十四条第一項に規定する革新的データ産業活用関連保証又は法第二十五条の規定による独立行政法人中小企業基盤整備

機構の行う債務の保証を受けて革新的データ産業活用の実施に必要な資金を調達しようとする場合においては、申請書に当該革新的デー

タ産業活用計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類を添付しなければならない。

３　主務大臣は、申請書及び前項の書類のほか、革新的データ産業活用計画が法第二十二条第四項に規定する要件に適合することを確認す

るために必要と認める書類の提出を求めることができる。

４　二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合

において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

５　第一項の認定の申請に係る革新的データ産業活用計画の実施期間は、原則として五年を超えないものとし、当該期間を超えて事業を継

続する場合にあっては、第十二条（第七項を除く。）の規定に基づき新たな期間に関する革新的データ産業活用計画の変更の認定を受け

なければならない。
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（革新的データ産業活用計画の認定）

第十一条　主務大臣は、法第二十二条第一項の規定により革新的データ産業活用計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の

定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的データ産業活用計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内

（同項の規定により主務大臣が革新的事業活動評価委員会の意見を聴く場合又は同条第六項の規定により個人情報保護委員会に協議する

場合を除く。）に、申請者に様式第二十の認定書を交付するものとする。

２　主務大臣は、前項の革新的データ産業活用計画の提出を受けた場合において、法第二十二条第四項の規定により革新的事業活動評価委

員会の意見を聴くときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該革新的データ産業活用計画に係る申請書に当該革新的デ

ータ産業活用計画に対する主務大臣の見解を記載した書類を添えて、革新的事業活動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。この

場合において、主務大臣は、当該革新的データ産業活用計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、

申請者に前項の認定書を交付するものとする。

３　主務大臣は、前二項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十一による通知書を当該申請者に交付するものと

する。

４　主務大臣は、第二項の委員会の意見を聴く場合において、同項の認定書を交付するときは当該革新的データ産業活用計画を認定する旨

を、前項の通知書を交付するときは当該革新的データ産業活用計画を認定しない旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知す

るものとする。

５　主務大臣は、第一項又は第二項の認定をしたときは、様式第二十二により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとす

る。

一　認定の日付

二　認定革新的データ産業活用事業者の名称

三　認定革新的データ産業活用計画の概要

四　個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要

（認定革新的データ産業活用計画の変更に係る認定の申請及び認定）

第十二条　認定革新的データ産業活用計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十三条第一項の認定を要しないものとする。

２　法第二十三条第一項の規定により革新的データ産業活用計画の変更の認定を受けようとする認定革新的データ産業活用事業者（以下こ

の条において「申請者」という。）は、様式第二十三による申請書（以下この条において「申請書」という。）を主務大臣に提出しなけれ

ばならない。

３　前項の申請書の提出は、認定革新的データ産業活用計画の写しを添付して行わなければならない。

４　二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合

において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

５　主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る革新的データ産業活用計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十二条第四項

の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的データ産業活用計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一

月以内（同項の規定により主務大臣が革新的事業活動評価委員会の意見を聴く場合又は同条第六項の規定により個人情報保護委員会に協

議する場合を除く。）に、申請者に様式第二十四の認定書を交付するものとする。

６　主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る革新的データ産業活用計画の提出を受けた場合において、法第二十二条第四項の規定に

より革新的事業活動評価委員会の意見を聴くときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該革新的データ産業活用計画に

係る申請書に当該革新的データ産業活用計画に対する主務大臣の見解を記載した書類を添えて、革新的事業活動評価委員会に送付し、意

見を聴くものとする。この場合において、主務大臣は、当該革新的データ産業活用計画の変更の認定をするときは、当該意見が述べられ

た日から原則として一月以内に、申請者に前項の認定書を交付するものとする。

７　第二項の変更の認定の申請に係る革新的データ産業活用計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定革新的データ産業活用計画

に従って革新的データ産業活用を実施した期間を含め、原則として五年を超えないものとする。

８　主務大臣は、第五項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を申請者に交付するもの

とする。

９　主務大臣は、第六項の委員会の意見を聴く場合において、第五項の認定書を交付するときは当該革新的データ産業活用計画の変更を認

定する旨を、前項の通知書を交付するときは当該革新的データ産業活用計画の変更を認定しない旨及びその理由を、革新的事業活動評価

委員会に通知するものとする。

１０　主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第二十六により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

一　認定の日付

二　認定革新的データ産業活用事業者の名称

三　認定革新的データ産業活用計画の概要

四　個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要

（認定革新的データ産業活用計画の変更の指示）

第十三条　主務大臣は、法第二十三条第三項の規定により認定革新的データ産業活用計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容

及びその理由を記載した様式第二十七による通知書を当該変更の指示を受ける認定革新的データ産業活用事業者に交付するものとする。

２　主務大臣は、法第二十三条第三項の規定により認定革新的データ産業活用計画の変更を指示しようとする場合において、同項の規定に

より革新的事業活動評価委員会に意見を聴くときは、革新的事業活動評価委員会に当該変更の指示の内容及びその理由を記載した書面を

送付し、意見を聴くものとする。

（認定革新的データ産業活用計画の認定の取消し）

第十四条　主務大臣は、法第二十三条第二項の規定により認定革新的データ産業活用計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を

記載した様式第二十八による通知書を当該認定が取り消される認定革新的データ産業活用事業者に交付するものとする。

２　主務大臣は、法第二十三条第三項の規定により認定革新的データ産業活用計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載し

た様式第二十八による通知書を当該認定が取り消される認定革新的データ産業活用事業者に交付するものとする。

３　主務大臣は、法第二十三条第三項の規定により認定革新的データ産業活用計画の認定を取り消そうとする場合において、同項の規定に

より革新的事業活動評価委員会の意見を聴くときは、革新的事業活動評価委員会に当該認定の取消しを行う旨及びその理由を記載した書

面を送付し、意見を聴くものとする。

４　主務大臣は、認定革新的データ産業活用計画の認定を取り消したときは、様式第二十九により、当該取消しの日付、当該認定を取り消

された者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
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（安全管理に関する確認の申請及び確認）

第十五条　法第二十六条第一項の確認を受けようとする認定革新的データ産業活用事業者（第四項及び第五項において「申請者」という。）

は、様式第三十による申請書（以下この条において「申請書」という。）を主務大臣に提出しなければならない。

２　申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一　認定革新的データ産業活用計画の写し

二　法第二十六条第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合していることを説明した書類

３　二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合

において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

４　主務大臣は、申請書を受理した場合において、速やかに法第二十六条第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に照らしてその内

容を審査し、当該特定革新的データ産業活用に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたときは、申請者に様

式第三十一による確認書を交付するものとする。

５　主務大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による通知書を申請者に交付するものとする。

（安全管理に関する変更に係る確認の申請及び確認）

第十六条　特定革新的データ産業活用事業者は、前条第四項の規定により確認を受けた安全管理の内容を変更しようとするときは、様式第

三十三による申請書（以下この条において「申請書」という。）を主務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、

この限りではない。

２　前項の申請書の提出は、前条第四項の規定により交付された確認書の写しを添付して行わなければならない。

３　二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合

において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

４　主務大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第二十六条第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に照

らしてその内容を審査し、当該変更に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたときは、当該申請をした特定

革新的データ産業活用事業者に様式第三十四による確認書を交付するものとする。

５　主務大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該特定革新的データ産業活用

事業者に交付するものとする。

（情報処理推進機構等による調査の結果の通知）

第十七条　生産性向上特別措置法施行令（以下「政令」という。）第八条の主務省令で定める様式は、様式第三十六とする。

（特定革新的データ産業活用事業者による国の機関等に対するデータの提供の求めの申請）

第十八条　法第二十六条第一項の規定により国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めようとする特定革新的データ産業活用

事業者は、認定革新的データ産業活用計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した様式第三十七に

よる提供依頼申出書（以下この条において「申出書」という。）を主務大臣に提出しなければならない。

２　二以上の主務大臣に申出書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合

において、当該申出書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

３　法第二十六条第二項の規定によりデータを提供する主務大臣は、申出書を受理した日から原則として一月以内に、次に掲げる事項を記

載した様式第三十八による提供通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。

一　データの内容

二　データの提供の方法

三　データの提供の準備に要する期間

四　納付すべき手数料の額

五　前号の手数料を減額し、又は免除した場合においては、その旨及び減額し、又は免除した額

六　その他データの提供に必要な事項

４　法第二十六条第三項の規定により通知をする主務大臣は、申出書を受理した日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨

及びその理由を記載した様式第三十九による通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。

５　法第二十六条第四項の規定によりデータの提供を要請する主務大臣は、申出書を受理した日から原則として二週間以内に、当該データ

を保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長（その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の当該他の関係行政

機関の長を含む。第十項から第十五項までにおいて同じ。）に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を記載した様式第四

十による通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。

６　法第二十六条第五項の規定により通知をする主務大臣は、申出書を受理した日から原則として二週間以内に、当該データの提供の要請

を行わない旨及びその理由を記載した様式第四十一による通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。

７　法第二十六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、前四項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことに

ついてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定

める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。

一　第三項又は第四項の場合　一月

二　第五項又は前項の場合　二週間

８　法第二十六条第六項の規定によりデータを提供する関係行政機関の長は、第五項の規定により主務大臣から要請を受けた日から原則と

して一月以内に、第三項各号に掲げる事項を記載した様式第三十八による提供通知書を主務大臣に送付するものとする。この場合におい

て、主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。

９　法第二十六条第七項の規定により通知をする関係行政機関の長は、第五項の規定により主務大臣から要請を受けた日から原則として一

月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した様式第三十九による通知書を主務大臣に送付するものとする。この場合に

おいて、主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。

１０　法第二十六条第八項の規定によりデータの提供を要請する関係行政機関の長は、第五項の規定により主務大臣から要請を受けた日か

ら原則として二週間以内に、当該データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を記載

した様式第四十による通知書を主務大臣に送付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求め

をした者に交付するものとする。

１１　法第二十六条第九項の規定により通知をする関係行政機関の長は、第五項の規定により主務大臣から要請を受けた日から原則として

二週間以内に、前項の公共機関等に要請を行わない旨及びその理由を記載した様式第四十一による通知書を主務大臣に送付するものとす

る。この場合において、主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。

１２　第五項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前四項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことにつ

いてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定め
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る期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。この場合において、主務大臣は、その通知の内容

を第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。

一　第八項又は第九項の場合　一月

二　第十項又は前項の場合　二週間

１３　法第二十六条第十項の規定によりデータを提供する公共機関等は、第五項又は第十項の規定による要請を受けた日から原則として一

月以内に、第三項各号に掲げる事項を記載した様式第三十八による提供通知書を当該要請をした主務大臣又は関係行政機関の長に送付す

るものとする。この場合において、当該通知書の送付を受けた関係行政機関の長は、当該通知書を主務大臣に送付するものとし、当該通

知書の送付を受けた主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。

１４　法第二十六条第十二項の規定により通知をする公共機関等は、第五項又は第十項の規定による要請を受けた日から原則として一月以

内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した様式第三十九による通知書を当該要請をした主務大臣又は関係行政機関の長に

送付するものとする。この場合において、当該通知書の送付を受けた関係行政機関の長は、当該通知書を主務大臣に送付するものとし、

当該通知書の送付を受けた主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。

１５　第五項又は第十項の規定による要請を受けた公共機関等は、前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないこと

についてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該要請

をした主務大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた関係行政機関の長は、当該通知の内

容を主務大臣に通知するものとし、当該通知を受けた主務大臣は、当該通知の内容を第一項の規定による求めをした者に通知するものと

する。

１６　第三項、第八項又は第十三項の通知書の交付を受けた者は、当該通知書の交付を受けた日から原則として一月以内に、当該通知書を

記載した主務大臣、関係行政機関の長又は公共機関等に対し、当該通知書の写しを添えて、次条第一項に定める書面を提出しなければな

らない。

１７　前項の書面を受理した主務大臣、関係行政機関の長又は公共機関等は、できる限り速やかに、当該書面に記載された内容に基づき、

前項の者にデータを提供するものとする。

（国の機関等によるデータの提供の手数料）

第十九条　政令第六条第三項の主務省令で定める書面は、様式第四十二により、前条第三項、第八項又は第十三項の通知書に記載された内

容に基づいて、データの提供の方法、データの提供の時期その他データの提供に必要な事項を記載した書面とする。

２　情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。）第六条第

五項に規定する主務省令で定めるものは、前項に規定する書面の提出により得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、主務

大臣又は関係行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、

次に掲げる方法を指定することができる。

一　主務大臣又は関係行政機関の長が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法

二　特許庁にあっては生産性向上特別措置法に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令（平成三十年財務省令第四十三号）別紙書式

の納付書により納付する方法

三　政令第六条第三項第二号の規定による公示をした場合において、行政機関又はその部局若しくは機関の事務所（当該公示に係るもの

に限る。）において現金で納付する方法

３　前項の規定にかかわらず、主務大臣又は関係行政機関の長は、前項本文に規定する方法によることができないときは、情報通信技術活

用法第六条第五項に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。

第三章　雑則

（革新的データ産業活用計画に関する権限の委任）

第二十条　革新的データ産業活用計画に関する総務大臣の権限は、当該革新的データ産業活用計画の革新的データ産業活用事業者の主たる

事務所の所在地を管轄する総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）に委任するものとする。ただし、総務大臣が自らその権限を

行うことを妨げない。

２　革新的データ産業活用計画に関する経済産業大臣の権限は、当該革新的データ産業活用計画の革新的データ産業活用事業者の主たる事

務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

（実施状況の報告）

第二十一条　認定新技術等実証実施者は、主務大臣の求めに応じて、新技術等実証の実施状況を、定期的に、様式第四十三により主務大臣

に報告しなければならない。

２　認定新技術等実証実施者は、新技術等実証の実施に関し事故等があったときは、その状況を遅滞なく、主務大臣に報告しなければなら

ない。

３　認定新技術等実証実施者は、認定新技術等実証計画に基づく新技術等実証の終了時における実施状況について、原則として終了後三月

以内に、様式第四十四により、主務大臣に報告をしなければならない。

４　認定革新的データ産業活用事業者は、認定革新的データ産業活用計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として

当該事業年度終了後三月以内に、様式第四十五により、主務大臣に報告をしなければならない。

５　特定革新的データ産業活用事業者は、その革新的データ産業活用計画の実施期間において、その特定革新的データ産業活用が法第二十

六条第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合することについて、原則として各事業年度終了後三月以内に、様式第四十六に

より、主務大臣に報告をしなければならない。この場合において、法第二十八条第二項の規定により法第二十六条第一項の確認をするた

めに必要な調査を情報処理推進機構等に行わせた主務大臣は、速やかに当該報告の内容を情報処理推進機構等に通知するものとする。

（立入検査の証明書）

第二十二条　法第三十条の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四十七によるものとする。

附　則

この命令は、生産性向上特別措置法の施行の日（平成三十年六月六日）から施行する。

附　則　（令和元年六月二四日内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第一号）

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附　則　（令和二年三月一三日内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第一号）

この命令は、生産性向上特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行の日（令和二年三月十三日）から施行する。
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附　則　（令和二年一二月二四日内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号）

（施行期日）

第一条　この命令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の命令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年六月一六日内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第一号）

（施行期日）

１　この命令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この命令による廃止前の生産性向上特別措置法施行規則第二十二条に規定する証明書の様式については、なお従前の例による。
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様式第一（第２条関係）

様式第一（第２条関係） 

新たな規制の特例措置の整備に係る要望書 

  

年 月 日 

  主務大臣 名  殿 

 

住    所 

         名    称 

         代表者の氏名 

 

 

生産性向上特別措置法（以下「法」という。）第９条第１項の規定に基づき、新たな規制の

特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施したいので、別添の書類を添えて、下記のとおり

新たな規制の特例措置の整備を求めます。 

 

記 

 

１．新技術等実証の目標 

２．次に掲げる新技術等実証の内容 

（１）新技術等及び革新的事業活動の内容 

（２）法第２条第２項第１号に規定する実証の内容及びその実施方法 

（３）法第２条第２項第２号に規定する分析の内容及びその実施方法 

３．新技術等実証の実施期間及び実施場所 

４．参加者等の具体的な範囲 

５．新技術等実証を実施するために整備が必要となる新たな規制の特例措置に係る新技術等関

係規定の条項 

６．新技術等実証を実施するために整備が必要となる新たな規制の特例措置の内容 

７．その他 

 

（備考） 

１．主務大臣の求めに応じ、必要な書類を提出するよう努めること。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

１．新技術等実証の目標 

新技術等実証の目標（新技術等実証を行おうとする背景となる事情及びそれにより目指す

実証の方向性）を、新技術等実証の後に行おうとする革新的事業活動を踏まえて要約的に記

載する。 

２．新技術等実証の内容 

（１）「（２）」には、実証を適切に実施するために必要となる措置についても記載する。 

（２）「（３）」には、新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析

する場合に記載する。「分析の内容」には、規制が成立した時点で想定されていなかった

ような革新的な技術を利用することで、規制の目的を一層適切に達成することが可能であ

る等の仮説を、「実施方法」には、分析に使用する情報・資料をそれぞれ記載する。 

 ３．実施場所には、新技術等実証を行う場所の住所を記載する。インターネット上で完結する

サービスに関する実証など、実証を行う住所が性質上特定できない場合は、可能な限り場所

が判別できるように記載する。 

４．新技術等実証を実施するために整備が必要となる新たな規制の特例措置の内容 

（１）整備を求める規制の特例措置の内容（現行規制が目的としている安全性等の確保を、現
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行規制とは異なる方法により担保するための措置等の提案を含むものとする。）を要約的

に記載する。 

（２）新たな規制の特例措置を整備することにより実施が可能となる新技術等実証の内容を要

約的に記載する。 

（３）現行規制の範囲において、既に実証の一部を実施している場合はその内容を記載する。
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様式第二（第２条関係）

 

様式第二（第２条関係） 

新たな規制の特例措置を講ずることとする旨の通知書 

  

年 月 日 

          殿 

 

       主務大臣 名    

          

 

    年  月  日付けで整備の求めのあった新たな規制の特例措置については、下記

のとおり整備することとしましたので、通知します。 

 

 

記 

 

１．講ずることとする新たな規制の特例措置の内容 

２．新たな規制の特例措置の整備の見通し 

３．その他 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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様式第三（第２条関係）

 

様式第三（第２条関係） 

講ずることとする新たな規制の特例措置の内容の公表 

 

１．講ずることとする新たな規制の特例措置の内容 

２．新たな規制の特例措置の整備の見通し 

３．その他 

 

 （記載要領） 

「１．講ずることとする新たな規制の特例措置の内容」中、新たな規制の特例措置の

整備を行った者の営業上の秘密に該当する部分については、これを公表の対象として記

載しない。 
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様式第四（第２条関係）

 

様式第四（第２条関係） 

新たな規制の特例措置を講じないこととする旨の通知書 

  

年 月 日 

          殿 

 

       主務大臣 名    

 

 

    年  月  日付けで整備の求めのあった新たな規制の特例措置については、下記

のとおり講じないこととすると判断しましたので、通知します。 

 

 

記 

 

１．特例措置を講ずることが必要でない又は適当でないと判断する理由 

２．規制の特例措置の整備によらず、新技術等実証の実施が可能となる範囲若しくはそのため

の方策又は規制の緩和若しくは撤廃の見通しがある場合はその内容 

３．革新的事業活動評価委員会からの意見の概要 

４．その他 

 

 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

 （記載要領） 

   「２．」には、整備を求められた新たな規制の特例措置の内容の改善点、現行規制下

において対応が可能な新技術等実証の実施内容若しくはそのための方策又は規制の特

例措置の整備によらず規制の緩和若しくは撤廃が行われる見通し等を具体的に記載す

るよう努めること。 

 

 

 

11



様式第五（第３条関係）

 

様式第五（第３条関係） 

新技術等実証に係る新技術等関係規定に関する照会書 

  

年 月 日 

  主務大臣 名  殿 

 

住    所 

         名    称 

         代表者の氏名 

 

 

生産性向上特別措置法（以下「法」という。）第１０条第１項の規定に基づき、実施しようと

する新技術等実証に係る新技術等関係規定の解釈及び当該新技術等実証に対する当該新技術等関

係規定の適用の有無について、確認を求めます。 

 

 

記 

 

１．新技術等実証の目標 

２．次に掲げる新技術等実証の内容 

（１）新技術等及び革新的事業活動の内容 

（２）法第２条第２項第１号に規定する実証の内容及びその実施方法 

（３）法第２条第２項第２号に規定する分析の内容及びその実施方法 

３．新技術等実証の実施期間及び実施場所 

４．参加者等の具体的な範囲 

５．新技術等関係規定の条項 

６．具体的な確認事項 

７．その他 

 

（備考） 

１．主務大臣の求めに応じ、必要な書類を提出するよう努めること。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

１．新技術等実証の目標 

新技術等実証の目標（新技術等実証を行おうとする背景となる事情及びそれにより目指す

実証の方向性）を、新技術等実証の後に行おうとする革新的事業活動を踏まえて要約的に記

載する。 

２．新技術等実証の内容 

（１）「（２）」には、実証を適切に実施するために必要となる措置についても記載する。 

（２）「（３）」には、新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析

する場合に記載する。「分析の内容」には、規制が成立した時点で想定されていなかった

ような革新的な技術を利用することで、規制の目的を一層適切に達成することが可能であ

る等の仮説を、「実施方法」には、分析に使用する情報・資料をそれぞれ記載する。 

 ３．実施場所には、新技術等実証を行う場所の住所を記載する。インターネット上で完結する

サービスに関する実証など、実証を行う住所が性質上特定できない場合は、可能な限り場所

が判別できるように記載する。 

４．具体的な確認事項には、新技術等関係規定の適用関係についての自己の見解を記載する。 
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様式第六（第３条関係）

 

様式第六（第３条関係） 

新技術等実証に係る新技術等関係規定の解釈等に関する回答書 

  

年 月 日 

          殿 

 

       主務大臣 名    

 

 

    年  月  日付けで別添により確認の求めのあった件について、下記のとおり回

答します。 

 

 

記 

 

１．新技術等関係規定の解釈及び新技術等実証に対する当該新技術等関係規定の適用関係並び

にその理由 

２．現行規定において、新技術等実証の一部の実施が可能である場合にはその範囲又は実施が

可能となるための方策がある場合はその内容 

３．その他 

 

（注）本回答は、確認を求める対象となる法令（条項）を所管する立場から、照会者から提

示された事実のみを前提として、現時点における見解を示したものであり、もとより、

捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。 
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様式第七（第４条関係）

 

様式第七（第４条関係） 

新技術等実証計画の認定申請書 

  

年 月 日 

  主務大臣 名  殿 

 

住    所 

         名    称 

         代表者の氏名 

 

生産性向上特別措置法（以下「法」という。）第１１条第１項の規定に基づき、下記の計画

について認定を受けたいので申請します。 

 

記 

 

１．新技術等実証の目標 

２．次に掲げる新技術等実証の内容 

（１）新技術等及び革新的事業活動の内容 

（２）法第２条第２項第１号に規定する実証の内容及びその実施方法 

（３）法第２条第２項第２号に規定する分析の内容及びその実施方法 

３．新技術等実証の実施期間及び実施場所 

４．参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法 

５．新技術等実証の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

６．法第２条第２項第２号に規定する規制に係る新技術等関係規定の条項 

７．規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施する場合には当該規制の特例措置の内容 

８．連絡責任者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス 

９．その他 

 

（備考） 

１．主務大臣の求めに応じ、必要な書類を提出するよう努めること。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

１．新技術等実証の目標 

新技術等実証の目標（新技術等実証を行おうとする背景となる事情及びそれにより目指す実

証の方向性）を、新技術等実証の後に行おうとする革新的事業活動を踏まえて要約的に記載す

る。 

２．新技術等実証の内容 

（１）「（２）」には、実証を適切に実施するために必要となる措置についても記載する。 

（２）「（３）」には、新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析す

る場合に記載する。「分析の内容」には、規制が成立した時点で想定されていなかったよう

な革新的な技術を利用することで、規制の目的を一層適切に達成することが可能である等の

仮説を、「実施方法」には、分析に使用する情報・資料をそれぞれ記載する。 

３．実施場所には、新技術等実証を行う場所の住所を記載する。インターネット上で完結するサ

ービスに関する実証など、実証を行う住所が性質上特定できない場合は、可能な限り場所が判

別できるように記載する。 

４．新技術等実証の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（１）必要な資金の額及び調達方法の概要を記載する。 

（２）法第１６条の規定に基づき、信用保証協会の制度を利用して金融機関から融資を受けよう
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とする場合には、借入先金融機関名を示しつつ、その旨を記載する。 

（３）社債又は資金の借入れについて法第１８条の規定に基づく独立行政法人中小企業基盤整備

機構による債務の保証を受けようとする場合には、その旨を、資金の借入れについては借入

先金融機関名を示しつつ記載する。 

５．既存の法令に規定されている特別認可制度等の活用が見込まれる場合は「６．法第２条第２

項第２号に規定する規制係る新技術等関係規定の条項」にその旨を記載する。 

６．規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施する場合であって、新技術等実証の実施

と併せて講ずる必要のある措置が政令又は主務省令により規定されている場合には、当該措置

の内容を要約的に記載する。 

７．参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法 

当該実証により権利利益を害されるおそれがある者があるときは、その範囲を記載するとと

もに、当該実証を適切に実施するために必要となる措置を講ずることなどにより、参加者等以

外に権利利益を害されるおそれがある者が存在しないことがわかるように記載する。 
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様式第八（第５条関係）

 

様式第八（第５条関係） 

新技術等実証計画の不認定通知書 

  

年 月 日 

          殿 

 

       主務大臣 名    

 

 

    年  月  日付けで認定申請のあった新技術等実証計画については、下記の理由

により認定をしないものとします。 

 

 

記 

 

１．不認定の理由 

２．革新的事業活動評価委員会からの意見の概要 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

生産性向上特別措置法第１１条第４項のうち、認定をしない理由を具体的に記載する。 
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様式第九（第５条関係）

 

様式第九（第５条関係） 

認定新技術等実証計画の内容の公表 

 

 １．認定をした年月日 

 ２．認定新技術等実証実施者の名称 

 ３．認定新技術等実証計画の目標 

 ４．認定新技術等実証計画の内容 

（１）新技術等及び革新的事業活動の内容 

（２）生産性向上特別措置法（以下「法」という。）第２条第２項第１号に規定する実証の内容

及びその実施方法 

（３）法第２条第２項第２号に規定する分析の内容及びその実施方法 

 ５．新技術等実証の実施期間及び実施場所 

 ６．参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法 

 ７．法第２条第２項第２号に規定する規制に係る新技術等関係規定の条項 

８．規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施する場合には当該規制の特例措置の内

容  

  

 

 

（記載要領） 

「４．認定新技術等実証計画の内容」中、認定新技術等実証実施者の営業上の秘密に該当

する部分については、これを公表の対象として記載しない。 
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様式第十（第６条関係）

 

様式第十（第６条関係） 

新技術等実証計画の認定証 

年 月 日 

         殿 

主務大臣  名    

 

年  月  日付けで認定申請のあった新技術等実証計画は、次に記載する生産性向

上特別措置法（以下「法」という。）第１１条第４項各号のいずれにも適合することが認められ

ました。 

１ 当該新技術等実証計画が革新的事業活動実行計画及び基本方針に照らし適切なものであ

ること。 

２ 当該新技術等実証計画に係る新技術等実証（法第１１条第３項第４号に規定する同意の取

得を含む。）が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

３ 当該新技術等実証計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令並びに法第１１条第

３項第６号に掲げる新技術等関係規定に違反するものでないこと。 

 

そのため、法第１１条第１項の規定により当該新技術等実証計画を認定します。 

 

 

記 
 
１．認定の年月日 
２．認定新技術等実証実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
３．当該認定に係る新技術等実証計画の内容 
（１）新技術等実証計画の概要 
（２）新技術等関係規定の条項 
（３）実証を適切に実施するために必要となる措置 
４．当該認定に係る新技術等実証計画の実施期間 
 
 
（備考）  
１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
２．認定新技術等実証計画の写しを添付する。 
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様式第十一（第６条関係）

 

様式第十一（第６条関係） 

参加者等の同意の取得状況報告書 

  

年 月 日 

  主務大臣 名  殿 

 

住    所 

         名    称 

         代表者の氏名 

 

 

    年  月  日付けで認定を受けた新技術等実証計画について、以下のとおり認定

新技術等実証計画に記載した参加者等から同意を取得したので報告します。 

 

 

記 

 

１．同意を取得した参加者等 

２．同意の取得方法 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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様式第十二（第６条関係）

 

様式第十二（第６条関係） 

新技術等実証計画の認定証の再交付申請書 

  

年 月 日 

  主務大臣 名  殿 

 

住    所 

         名    称 

         代表者の氏名 

 

 

生産性向上特別措置法施行規則第６条第４項の規定に基づき、    年  月  日付け

で認定を受けた新技術等実証計画の認定証の再交付を申請します。 

 

 

記 

 

１．連絡責任者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス 

２．申請の理由 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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様式第十三（第７条関係）

 

様式第十三（第７条関係） 

認定新技術等実証計画の変更認定申請書 

  

年 月 日 

  主務大臣 名  殿 

 

住    所 

         名    称 

         代表者の氏名 

 

 

    年  月  日付けで認定を受けた新技術等実証計画について下記のとおり変更し

たいので、生産性向上特別措置法第１３条第１項の規定に基づき認定を申請します。 

 

 

記 

 

１．変更事項 

２．変更事項の内容 

 

（備考） 

１．主務大臣の求めに応じ、必要な書類を提出するよう努めること。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

  変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載する。 
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様式第十四（第７条関係）

 

様式第十四（第７条関係） 

認定新事業活動計画の変更不認定通知書 

  

年 月 日 

          殿 

 

       主務大臣 名    

 

 

    年  月  日付けで変更認定申請のあった新技術等実証計画については、下記の

理由により認定をしないものとします。 

 

 

記 

 

１．不認定の理由 

２．革新的事業活動評価委員会からの意見の概要 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

生産性向上特別措置法第１１条第４項のうち、認定しない理由を具体的に記載する。 
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様式第十五（第７条関係）

 

様式第十五（第７条関係） 

変更後の認定新技術等実証計画の内容の公表 

 

 １．変更認定をした年月日 

 ２．変更後の認定新技術等実証実施者の名称 

 ３．変更後の認定新技術等実証計画の目標 

 ４．変更後の認定新技術等実証計画の内容 

（１）新技術等及び革新的事業活動の内容 

（２）生産性向上特別措置法（以下「法」という。）第２条第２項第１号に規定する実証の内容

及びその実施方法 

（３）法第２条第２項第２号に規定する分析の内容及びその実施方法 

 ５．変更後の新技術等実証の実施期間及び実施場所  

  

 

 （記載要領） 

「４．変更後の認定新技術等実証計画の内容」中、認定新技術等実証実施者の営業上

の秘密に該当する部分については、これを公表の対象として記載しない。 
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様式第十六（第８条関係）

 

様式第十六（第８条関係） 

認定新技術等実証計画の変更指示の通知書 

  

年 月 日 

          殿 

 

       主務大臣 名    

 

 

    年  月  日付けで認定をした新技術等実証計画については、下記のとおり変更

を指示します。 

 

 

記 

 

１．変更の指示の内容 

２．変更を指示する理由 

３．革新的事業活動評価委員会からの意見の概要 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

生産性向上特別措置法第１１条第４項のうち、変更を指示する理由を具体的に記載する。 
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様式第十七（第９条関係）

 

様式第十七（第９条関係） 

認定新技術等実証計画の認定取消し通知書 

  

年 月 日 

          殿 

 

       主務大臣 名    

 

 

    年  月  日付けで認定をした新技術等実証計画については、下記の理由により

認定を取り消します。 

 

 

記 

１．認定を取り消す理由 

２．革新的事業活動評価委員会からの意見の概要 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

 生産性向上特別措置法第１３条第２項又は第３項のうち、認定の取消しの理由となっている

ものを具体的に記載する。 
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様式第十八（第９条関係）

 

様式第十八（第９条関係） 

認定新技術等実証計画の認定取消しの公表 

 

 １．認定の取消しをした年月日 

 ２．認定を取り消した新技術等実証実施者の名称 

 ３．認定を取り消した新技術等実証計画の内容 

 ４．認定取消しの理由 

  

 

 （記載要領） 

認定を取り消された新技術等実証実施者の営業上の秘密に該当する部分については、

これを公表の対象として記載しない。 
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様式第十九（第１０条関係）

（略）
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様式第二十（第１１条関係）

 

 

様式第二十（第１１条関係） 
 

革新的データ産業活用計画の認定書 

 
年  月  日 

 
殿 

 
                                      主務大臣  名 
 

年  月  日付けの認定申請について、生産性向上特別措置法第２２条第４項の規定に基

づき、同項各号のいずれにも適合するものであることを認定します。 
 
 

記 
 

１．認定をした年月日 
２．申請者の名称及び代表者の氏名 
３．申請者の住所 
４．革新的データ産業活用計画の概要（税制適用の有無を含む。） 

 
（備考）  

１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

２．申請のあった認定申請書及び別紙の写しを添付する。   
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様式第二十一（第１１条関係）

 

 

様式第二十一（第１１条関係） 
 

革新的データ産業活用計画の不認定通知書 

 
年  月  日 

 
殿 

 
                                      主務大臣  名 
 

年  月  日付けで認定申請のあった革新的データ産業活用計画については、下記の理

由により認定をしないものとします。 
 
 

記 
 

不認定の理由 
 
（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

  生産性向上特別措置法第２２条第４項のうち、認定をしない理由を具体的に記載する。 
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様式第二十二（第１１条関係）

 

 

様式第二十二（第１１条関係） 
 

認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 
 
  １．認定をした年月日 
  ２．認定革新的データ産業活用事業者の名称 
  ３．認定革新的データ産業活用計画の概要 
  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 
 
 
（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

「３．認定革新的データ産業活用計画の概要」中、認定革新的データ産業活用事業者の事業上の秘

密に該当する部分については、これを公表の対象として記載しない。 
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様式第二十三（第１２条関係）

（略）
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様式第二十四（第１２条関係）

 

 

様式第二十四（第１２条関係） 
 

革新的データ産業活用計画の変更の認定書 

 
 

年  月  日 
 

殿 
 
                                      主務大臣  名 
 

年  月  日付けの変更認定申請について、生産性向上特別措置法第２２条第４項の規

定に基づき、同項各号のいずれにも適合するものであることを認定します。 
 
 

記 
 

１．変更認定をした年月日 
２．変更後の申請者の名称及び代表者の氏名 
３．変更後の申請者の住所 
４．変更後の革新的データ産業活用計画の概要 

 
（備考）  

１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

２．申請のあった変更認定申請書の写しを添付する。 
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様式第二十五（第１２条関係）

 

 

様式第二十五（第１２条関係） 
 

認定革新的データ産業活用計画の変更の不認定通知書 

 

 
 

年  月  日 
 

殿 
 
                                      主務大臣  名 
 

年  月  日付けで変更認定申請のあった認定革新的データ産業活用計画については、

下記の理由により認定をしないものとします。 
 
 

記 
 

不認定の理由 
 
（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

  生産性向上特別措置法第２２条第４項のうち、認定しない理由を具体的に記載する。 
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様式第二十六（第１２条関係）

 

 

様式第二十六（第１２条関係） 
 

変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要の公表 

 
 
  １．変更認定をした年月日 
  ２．変更後の認定革新的データ産業活用事業者の名称 
  ３．変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要 
  ４．個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 
 
 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

「３．変更後の認定革新的データ活用計画の概要」中、認定革新的データ産業活用事業者の事業上

の秘密に該当する部分については、これを公表の対象として記載しない。 
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様式第二十七（第１３条関係）

 

 

様式第二十七（第１３条関係） 
 

認定革新的データ産業活用計画の変更指示の通知書 

 
 

年  月  日 
 

殿 
 
                                      主務大臣  名 
 

 年  月  日付けで認定をした革新的データ産業活用計画については、下記の理由によ

り変更を指示します。 
 
 

記 
 

  １．変更の指示の内容  
  ２．変更を指示する理由 
 
（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

１．生産性向上特別措置法第２３条第３項のうち、変更を指示する理由を具体的に記載する。 

２．革新的事業活動評価委員会に意見を聴いた場合にあっては、当該意見の概要を、変更を指示す

る理由に含めて記載する。 
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様式第二十八（第１４条関係）

 

 

様式第二十八（第１４条関係） 
 

認定革新的データ産業活用計画の認定取消し通知書 

 
 

年  月  日 
 

殿 
 
                                      主務大臣  名 
 

 年  月  日付けで認定をした革新的データ産業活用計画については、下記の理由によ

り認定を取り消します。 
 
 

記 
 

認定を取り消す理由 
 
（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

  生産性向上特別措置法第２３条第２項及び第３項のうち、認定の取消しの理由となっているものを

具体的に記載する。 
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様式第二十九（第１４条関係）

 

 

様式第二十九（第１４条関係） 
 

認定革新的データ産業活用事業計画の認定取消しの公表 

 
 
  １．認定取消しをした年月日 
  ２．認定を取り消された革新的データ産業活用事業者の名称 
  ３．認定取消しの理由 
 
 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

１．生産性向上特別措置法第２３条第２項及び第３項のうち、認定取消しの理由となっているもの

を具体的に記載する。 

２．「３．認定取消しの理由」中、革新的データ産業活用事業者の事業上の秘密に該当する部分に

ついては、これを公表の対象として記載しない。 
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様式第三十（第１５条関係）

（略）
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様式第三十一（第１５条関係）

 

 

様式第三十一（第１５条関係） 
 

安全管理に係る確認書 

 
 

年  月  日 
 

殿 
 
                                      主務大臣  名 
 

年  月  日付けの確認申請について、生産性向上特別措置法第２６条第１項に規定す

る安全管理に係る基準に適合するものであることを確認します。 
 

記 

 

１．確認をした年月日 
２．申請書の名称及び代表者の氏名 
３．申請者の住所 
４．認定革新的データ産業活用計画の概要 

 

 
（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  
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様式第三十二（第１５条関係）

 

 

様式第三十二（第１５条関係） 
 

安全管理に係る確認をしない旨の通知書 

 
 

年  月  日 
 

殿 
 
                                      主務大臣  名 
 

  年  月  日付けで確認申請のあった特定革新的データ産業活用に係るデータの安全管

理については、下記の理由により確認をしないものとします。 
 
 

記 
 

確認をしない理由 
 

 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

 生産性向上特別措置法第２６条第１項に規定するデータの安全管理に係る基準のうち、確認をしな

い理由を具体的に記載する。 
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様式第三十三（第１６条関係）

（略）
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様式第三十四（第１６条関係）

 

 

 

様式第三十四（第１６条関係） 
 

安全管理の変更に係る確認書 

 
 

年  月  日 
 

殿 
 
                                      主務大臣  名 
 

年  月  日付けの変更確認申請について、生産性向上特別措置法第２６条第１項に規

定する安全管理に係る基準に適合するものであることを確認します。 
 

記 

 
１．変更確認をした年月日 
２．変更後の申請書の名称及び代表者の氏名 
３．変更後の申請者の住所 
４．変更後の認定革新的データ産業活用計画の概要 

 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  
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様式第三十五（第１６条関係）

 

 

様式第三十五（第１６条関係） 
 

安全管理の変更に係る確認をしない旨の通知書 

 
 

年  月  日 
 

殿 
 
                                      主務大臣  名 
 

  年  月  日付けで変更確認申請のあった特定革新的データ産業活用に係るデータの安

全管理については、以下により確認をしないものとします。 
 
 

記 
 

確認をしない理由 
 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

 生産性向上特別措置法第２６条第１項に規定するデータの安全管理に係る基準のうち、確認をしな

い理由を具体的に記載する。 
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様式第三十六（第１７条関係）

 

 

様式第三十六（第１７条関係） 
 

安全管理に関する調査結果通知書 
 

年  月  日 
 

殿 
 
                          代表者の氏名            印 
 
     年  月  日付けで調査の依頼のあったデータの安全管理に係る調査の結果について、生

産性向上特別措置法（以下「法」という。）第２８条第４項の規定に基づき、以下のとおり通知します。 
 

記 

事業者名  

調査の依頼の根拠条項  

調査結果  

その他留意事項  

（備考） 
１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
２．「調査依頼の根拠条項」の欄には、法第２２条第５項、第２６条第１項又は第２８条第３項の

いずれかを記入すること。 
３．各項目の記載欄にその記載事項の全てを記載することができないときには、同欄に「別紙の

とおり。」と記載し、別紙を添付すること。 
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様式第三十七（第１８条関係）

（略）
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様式第三十八（第１８条関係）

 

 

様式第三十八（第１８条関係） 
 

国の機関等の保有するデータ提供決定通知書 

 
年  月  日 

 
殿 

 
                                      大臣  名 
 

  年  月  日付けで求めのあった国の機関等の保有するデータの提供依頼について、生

産性向上特別措置法（以下「法」という。）第２６条第２項（第６項）（第１０項）の規定に基づき、

下記のとおり提供することとしたので、通知します。 
 

記 
１．提供するデータの内容 

① 
提供するデータの名称及

び対象時期等 
 

②  
提供するデータを保有し

ている国の機関又は公共

機関等 

 

   
２．データの提供方法 

① データ形式 

 

② データの提供方法 

１）提供媒体    □CD-R  □DVD-R   

□電子メール（メールアドレスを記載：                  ） 

□その他（                                  ） 

□専用回線 □IP-VPN 

２）提供方法(電子メール以外) 

    □郵送   □直接受取 

□その他（                                 ） 

 
３．データの提供の準備に要する期間                               
 
４．納付すべき手数料の額                                    
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５．手数料を減額又は免除した額                                 
 
６．手数料を減額又は免除した後の額                               

（注）手数料の減額又は免除をした場合は、６の額を納付すること。 

 

７．その他データの提供に当たって必要な事項 

 

 

８．担当課室等 

 担当課室： 

 電話番号： 

 
 
（備考） 

１．「大臣 名」は、法第２６条第２項の規定による場合には主務大臣名とし、同条第６項の規定に

よる場合には、主務大臣及び関係行政機関の長の連名とし、同条１０項の規定による場合には主務

大臣及び公共機関等、又は主務大臣、関係行政機関の長及び公共機関等の連名とする。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  
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様式第三十九（第１８条関係）

 

 

様式第三十九（第１８条関係） 
 

国の機関等の保有するデータ不提供通知書 

 
 

年  月  日 
 

殿 
 
                                      大臣  名 
 

  年  月  日付けで求めのあった国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供依頼

について、生産性向上特別措置法（以下「法」という。）第２６条第３項（第７項）（第１２項）の規

定に基づき、下記の理由により提供しないこととしましたので、通知します。 
 
 

記 
 

データを提供しない理由 
 
（備考）  

１．「大臣 名」は、法第２６条第３項の規定による場合には主務大臣名とし、同条第７項の規定に

よる場合には、主務大臣及び関係行政機関の長の連名とし、同条１２項の規定による場合には主務

大臣及び公共機関等、又は主務大臣、関係行政機関の長及び公共機関等の連名とする。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

  法第２６条第２項のうち、提供をしない理由を具体的に記載する。 
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様式第四十（第１８条関係）

 

 

様式第四十（第１８条関係） 
 

国の機関等に対するデータ提供要請実施通知書 

 
年  月  日 

 
殿 

 
                                      大臣  名 
 

  年  月  日付けで求めのあった国の機関等の保有するデータの提供依頼について、生

産性向上特別措置法（以下「法」という。）第２６条第４項（第８項）の規定に基づき、下記のとおり、

要請を実施しましたので、通知します。 
 
 

記 
 

１．データ提供の要請先の国の機関又は公共機関等の名称 
２．データ提供の要請を実施した年月日 

 
（備考）  

１．「大臣 名」は、法第２６条第４項の規定による場合には主務大臣名とし、同条第８項の規定に

よる場合には、主務大臣及び関係行政機関の長の連名とする。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  
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様式第四十一（第１８条関係）

 

 

様式第四十一（第１８条関係） 
 

国の機関等に対するデータ提供の要請不実施通知書 

 
年  月  日 

 
殿 

 
                                      大臣  名 
 

  年  月  日付けで求めのあった国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供依頼

について、生産性向上特別措置法第２６条第５項（第９項）の規定に基づき、下記の理由により要請

を行わないこととしましたので、通知します。 
 
 

記 
 

要請不実施の理由 
 
（備考）  

１．「大臣 名」は、法２６条第５項の規定による場合には主務大臣名とし、同条第９項の規定によ

る場合には、主務大臣及び関係行政機関の長の連名とする。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

  要請をしない理由を具体的に記載する。 
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様式第四十二（第１９条関係）

（略）
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様式第四十三（第２１条関係）

 

 

様式第四十三（第２１条関係） 

認定新技術等実証計画の実施状況定期報告書 

  

年 月 日 

  主務大臣 名  殿 

 

住    所 

         名    称 

         代表者の氏名 

 

 

    年  月  日付けで認定を受けた新技術等実証計画の実施状況を下記のとおり報

告します。 

 

 

記 

１．新技術等実証の目標の達成状況 

２．実施した新技術等実証の内容及び進捗の状況 

 

（備考） 

１．主務大臣の求めに応じ、必要な書類を提出すること。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

３．規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施する場合には、この報告のほかに、新

技術等関係規定に係る法令を所管する主務大臣から規制の特例措置の適用状況について報

告を求められる場合がある。 

 

（記載要領） 

１．新技術等実証の目標の達成状況は簡潔に記載する。また、報告を予定しているデータ及び

報告時期を記載する。 

２．「２．」には新技術等実証の実施開始からの進捗状況を簡潔に記載する。 
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様式第四十四（第２１条関係）

 

 

様式第四十四（第２１条関係） 

認定新技術等実証計画の実施状況報告書 

  

年 月 日 

  主務大臣 名  殿 

 

住    所 

         名    称 

         代表者の氏名 

 

 

    年  月  日付けで認定を受けた新技術等実証計画の実施状況を下記のとおり報告しま

す。 

 

 

記 

１．新技術等実証の目標の達成状況 

２．実施した新技術等実証の内容及び規制の特例措置の適用状況 

 

（備考） 

１．主務大臣の求めに応じ、必要な書類を提出すること。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

３．規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施する場合には、この報告のほかに、新技術等

関係規定に係る法令を所管する主務大臣から規制の特例措置の適用状況について報告を求められ

る場合がある。 

 

（記載要領） 

１．新技術等実証の目標の達成状況 

新技術等実証に係る目標の達成状況を要約的に記載する。 

２．実施した新技術等実証の内容については、別表により、認定新技術等実証実施者が実施した措置

等について、計画と実績を対比させてそれぞれ記載する。 

※規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施した場合には、その内容を要約的に記載する。 

 

別表 

 実施した新技術等実証の内容及び規制の特例措置の適用状況 

区 分 計 画 実 績 

実施内容等   
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様式第四十五（第２１条関係）

（略）

様式第四十六（第２１条関係）

（略）
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様式第四十七（第２２条関係）

 

 

様式第四十七（第２２条関係） 
（表面） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（裏面） 

 
 （備考） 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ７とする。 

 第  号 
生産性向上特別措置法第３０条の規定による立入検査証 

調査の名称 
職名及び氏名 
生年月日    年   月   日 
 
 上記の者は、生産性向上特別措置法第３０条の規定により、立入

検査をすることができる者であることを証明します。 
 
有効期限    年   月   日 

年   月   日 
             主務大臣     印 

生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）（抄） 
 
第３０条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、情報処理推進機構等に対し、第２８条

第２項及び第３項に規定する業務に関し報告を求め、又はその職員に、情報処理推進機構等の事務所

に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
 
２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ

ばならない。 
 
３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
 
第５５条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、３０万円以下の罰金に処

する。 
一 第３０条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

写  真 
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